
「防災出前講座」実施要綱 

 

                         福 島 県 災 害 対 策 課           

 

１ 目的 

  職員が、県民等の集会や職場などに伺い、地震や水害への備えや、避難へ

の対処の方法等、様々な防災対策について説明することにより、県民一人一

人に防災知識を身につけてもらい、実際に災害が発生した場合などに的確に

対応できるよう実施するものとする。 

２ 対象者 

   県内に居住する個人又は所在地を有する市民団体、事業所、学校、公的団

体等が主催する参加人数が概ね１０人以上の集会・会合に参加する者。 

３ 講座の内容 

   別紙のとおり 

４ 場所と時間 

   会場は申し込む団体等で準備する。講座を実施する時間は、午前１０時か

ら午後４時までの間とし、１回の講座時間の目安を１時間程度とする。 

  なお、緊急な業務が発生した場合には、講座の延期又は中止などを行うこ

とがある。 

５ 費用 

   会場借り上げ料などの実費は、申し込む団体等の負担とする。 

６ 申込方法 

   実施を希望する日の概ね１か月前までの申込みを受け付ける。 

  なお、別紙様式による、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールにより申込み

とする。 

７ 実績報告 

  講座終了後１０日以内に「実績報告書(様式２）」の提出を求める。 

８ その他 

 (1) 収益を目的として参加費を徴収する場合や、特定の政治、宗教又は営利

活動を目的とする場合は、申込みを受けないものとする。 

 (2) 申込みを受けた場合、他の団体と合同で講座を受け持つ場合や他の団体

のほうが講座開設にふさわしい場合には、他の団体を紹介することも検討

する。 

９ 適用 

  この要綱は、平成２１年１０月１９日から適用する。 


